
亀 山 市 告 示 第 １ １ ０ 号   

平 成 ２ ７ 年 度 亀 山 市 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 支 給 事 業 実

施 要 綱 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  平 成 ２ ７ 年 ５ 月 １ ３ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

平 成 ２ ７ 年 度 亀 山 市 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 支 給 事

業 実 施 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 告 示 は 、 平 成 ２ ７ 年 度 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付

金 支 給 要 領 （ 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ ３ 日 雇 児 発 ０ ４ １ ３ 第 １ 号

厚 生 労 働 省 雇 用 均 等 ・ 児 童 家 庭 局 長 通 知 ） に 基 づ き 、 消 費

税 率 引 上 げ の 影 響 等 を 踏 ま え 、 子 育 て 世 帯 に 対 し て 、 臨 時

特 例 的 な 給 付 措 置 と し て 実 施 す る 、 平 成 ２ ７ 年 度 の 子 育 て

世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 支 給 事 業 に 関 し 、必 要 な 事 項 を 定 め る 。 

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 告 示 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、

当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ １ ） 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金  前 条 の 目 的 を 達 す る た め

に 、 市に よ り 贈 与 さ れ る 給 付 金 を い う 。  

（ ２ ） 支 給 対 象 者  別 表 第 １ に 掲 げ る 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給

付 金 が支 給 さ れ る 者 を い う 。  

（ ３ ） 対 象 児 童  別 表 第 ２ に 掲 げ る 者 を い う 。  

（ 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 の 支 給 等 ）  

第 ３ 条  市 は 、 支 給 対 象 者 に 対 し 、 こ の 告 示 の 定 め る と こ ろ

に よ り 、 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 を 支 給 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 支 給 対 象 者 に 対 し て 支 給 す る 子 育 て 世

帯 臨 時 特 例 給 付 金 の 額 は 、 対 象 児 童 １ 人 に つ き ３ 千 円 と す

る 。  



（ 申 請 受 付 開 始 日 及 び 申 請 期 限 ）  

第 ４ 条  子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 に 係 る 申 請 受 付 開 始 日 は 、

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ 日 と す る 。  

２  申 請 期 限 は 、 平 成 ２ ７ 年 ９ 月 １ 日 と す る 。 た だ し 、 市 長

がやむを得ない事情があると認める場合は、平成２７年１２

月 １ 日 と す る 。  

（ 申 請 及 び 支 給 の 方 式 ）  

第 ５ 条  子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 の 支 給 を 受 け よ う と す る

者（ 以 下「申 請 者 」と い う 。）は 、別 表 第 ３ の 規 定 に 基づ き 、

市 長 が 別 に 定 め る 申 請 書（ 以 下「 申 請 書 」と い う 。）を 提 出

す る も の と す る 。  

２  子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 の 支 給 は 、 口 座 振 替 の 方 法 に

よ り 行 う も の と す る 。 た だ し 、 市 長 が 当 該 支 給 方 法 に よ り

難 い と 認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

３  市 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 際 、 必 要 に 応 じ て 、

公 的 身 分 証 明 書 の 写 し 等 を 提 出 さ せ 、 又 は 提 示 さ せ る こ と

等 に よ り 、 当 該 申 請 者 の 本 人 確 認 を 行 う も の と す る 。  

（ 代 理 に よ る 申 請 ）  

第 ６ 条  代 理 に よ り 前 条 第 １ 項 の 申 請 を 行 う こ と が で き る 者

は 、 当 該 申 請 者 の 指 定 し た 者 で あ る と 認 め ら れ る 者 そ の 他

市 長 が 別 に 定 め る 方 法 に よ り 適 当 と 認 め る 者 と す る 。  

（ 支 給 の 決 定 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 申 請

書 を 受 理 し た と き は 、 速 や か に 内 容 を 審 査 し 、 支 給 の 可 否

を 決 定 す る も の と し 、 支 給 を 決 定 し た と き は 、 当 該 支 給 対

象 者 に 対 し 、 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 を 支 給 す る 。  

（ 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 の 支 給 等 に 関 す る 周 知 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 支 給 事 業 の 実 施

に 当 た り 、 支 給 対 象 者 及 び 対 象 児 童 の 要 件 、 申 請 の 方 法 、

申 請 受 付 開 始 日 等 の 事 業 の 概 要 に つ い て 、 広 報 そ の 他 の 方



法 に よ る 住 民 へ の 周 知 を 行 う も の と す る 。  

（ 申 請 が 行 わ れ な か っ た 場 合 等 の 取 扱 い ）  

第 ９ 条  市 長 が 前 条 の 規 定 に よ る 周 知 を 行 っ た に も か か わ ら

ず 、 支 給 対 象 者 か ら 第 ４ 条 第 ２ 項 の 申 請 期 限 ま で に 第 ５ 条

第 １ 項 の 申 請 が 行 わ れ な か っ た 場 合 、 当 該 支 給 対 象 者 が 子

育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 の 支 給 を 受 け る こ と を 辞 退 し た も

の と み な す 。  

２  市 長 が 第 ７ 条 の 規 定 に よ る 支 給 決 定 を 行 っ た 後 、 申 請 書

の 不 備 に よ る 振 込 不 能 等 が あ り 、 市 が 確 認 等 に 努 め た に も

か か わ ら ず 、 申 請 書 の 補 正 が 行 わ れ な い こ と そ の 他 支 給 対

象 者 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 支 給 が で き な か っ た と き は 、

当 該 申 請 は 取 り 下 げ ら れ た も の と み な す 。  

（ 不 当 利 得 の 返 還 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 の 支 給 を 受 け

た 後 に 支 給 対 象 者 の 要 件 に 該 当 し な く な っ た 者 又 は 偽 り そ

の 他 不 正 の 手 段 に よ り 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 の 支 給 を

受 け た 者 に 対 し 、 支 給 を 行 っ た 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金

の 返 還 を 求 め る 。  

（ 受 給 権 の 譲 渡 又 は 担 保 の 禁 止 ）  

第 １ １ 条  子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 の 支 給 を 受 け る 権 利 は 、

譲 り 渡 し 、 又 は 担 保 に 供 し て は な ら な い 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ２ 条  こ の 告 示 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市

長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 亀 山 市 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 支 給 事 業 実 施 要 綱 の 廃

止 ）  

２  亀 山 市 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 支 給 事 業 実 施 要 綱 （ 平



成 ２ ６ 年 亀 山 市 告 示 第 １ ０ ４ 号 ） は 、 廃 止 す る 。  

 

別 表 第 １ （ 第 ２ 条 関 係 ）  

支 給 対 象 者  

（ １ ） 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 （ 以 下 「 給 付 金 」 と い う 。）

は 、 平 成 ２ ７ 年 ６ 月 分 の 児 童 手 当 法 （ 昭 和 ４ ６ 年 法 律 第

７ ３ 号 ）に よ る 児 童 手 当（ 以 下「 児 童 手 当 」と い う 。）の

支 給 を受 け る 者 に 対 し て 支 給 す る 。  

（ ２ ）（ １）に 規 定 す る ほ か 、給 付 金 は 、平 成 ２ ７ 年 ５月 ３ １

日（ 以 下「 基 準 日 」と い う 。）に お い て 児 童 手 当 の 支 給 要

件 に 該 当 す る も の と し て 市 が 認 め る 者 に 対 し て 支 給 す る 。 

（ ３ ）（ １）及 び（ ２ ）の 規 定 に か か わ ら ず 、給 付 金 は 、次 の

表 の 左 欄 に 掲 げ る 場 合 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に

掲 げ る者 に 対 し て 支 給 す る 。た だ し 、既 に（ １ ）又 は（ ２ ）

に 規 定 す る 者 に 対 し て 給 付 金 の 支 給 が 決 定 さ れ て い る 場

合 に は、 こ の 限 り で な い 。  

ア  （ １ ）又 は（ ２ ）に 規 定 す る 者 が 死

亡 し た 場 合（ こ の（ ３ ）の 規 定 に よ り

給 付 金 を 支 給 さ れ る 者 が 、当 該 者 に 対

し て 給 付 金 の 支 給 が 決 定 さ れ る 日 ま

で の 間 に 死 亡 し た 場 合 を 含 む 。）  

左 欄 に 掲 げ る 者

が 死 亡 し た 日 の

属 す る 月 の 翌 月

分 の 当 該 者 の 別

表 第 ２ の 対 象 児

童 に 係 る 児 童 手

当 の 支 給 を 受 け

る 者 そ の 他 こ れ

に 準 ず る も の と

し て 適 当 と 認 め

ら れ る 者  



イ  基 準 日 に お け る 児 童 手 当（ 児 童 手 当

法 附 則 第 ２ 条 第 １ 項 の 給 付 を 含 む 。以

下 こ の イ に お い て 同 じ 。） の 支 給 要 件

に 該 当 す る 者 に 係 る 児 童（ １ ５ 歳 に 達

す る 日 以 後 の 最 初 の ３ 月 ３ １ 日 ま で

の 間 に あ る 児 童 を い う 。 以 下 同 じ 。）

が 同 法 第 ３ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 施 設

入 所 等 児 童 で あ る こ と を （ １ ） 又 は

（ ２ ）に 規 定 す る 者 に 給 付 金 を 支 給 す

る 市 町 村（ 特 別 区 を 含 む 。以 下 同 じ 。）

そ の 他 の 当 該 支 給 要 件 に 該 当 す る 者

を 基 準 日 に お け る 児 童 手 当 の 支 給 要

件 に 該 当 す る も の と し て 認 め る 市 町

村 が 把 握 し た 場 合  

左 欄 に 掲 げ る 施

設 入 所 等 児 童  

ウ  （ １ ）又 は（ ２ ）に 規 定 す る 者 か ら

の 暴 力 を 理 由 に 避 難 し 、当 該 者 と 生 計

を 別 に し て い る 当 該 者 の 配 偶 者（ 現 に

別 表 第 ２ の 対 象 児 童 を 監 護 し 、 か つ 、

こ れ と 生 計 を 同 じ く す る 者 に 限 る 。）

が 市 内 に 避 難 し て い る 場 合 に お い て 、

市 長 に 対 し て 当 該 対 象 児 童 に 係 る 児

童 手 当 法 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る

認 定 の 請 求（ 市 長 が 適 当 と 認 め る 場 合

に あ っ て は 、給 付 金 の 支 給 を 受 け る た

め の 当 該 認 定 の 請 求 と 同 様 の 請 求 を

含 む 。別 表 第 ３（ ２ ）カ に お い て 同 じ 。）

を し 、市 に よ る 当 該 認 定 の 請 求 に 関 す

る 通 知 が（ １ ）又 は（ ２ ）に 規 定 す る

者 に 対 し て 給 付 金 を 支 給 す る 市 町 村

左 欄 に 掲 げ る 当

該 者 の 配 偶 者  



に 到 達 し た 場 合（ 当 該（ １ ）又 は（ ２ ）

に 規 定 す る 者 に 対 し て 給 付 金 を 支 給

す る 市 町 村 が 市 で あ る と き は 、当 該 認

定 の 請 求 を 受 け た 場 合 ）  

 

別 表 第 ２ （ 第 ２ 条 関 係 ）  

対 象 児 童  

  別 表 第 １ （ １ ） に 規 定 す る 者 に 支 給 さ れ る 給 付 金 の 対 象

児 童 （ 給 付 金 の 支 給 額 の 算 定 の 基 礎 と な る 児 童 を い う 。 以

下 同 じ 。）は 当 該 者 に 支 給 さ れ る 平 成 ２ ７ 年 ６ 月 分 の 児 童 手

当 に 係 る 児 童 、 同 表 （ ２ ） に 規 定 す る 者 に 支 給 さ れ る 給 付

金 の 対 象 児 童 は 同 表 （ ２ ） の 規 定 に よ り 児 童 手 当 の 支 給 要

件 に 該 当 す る も の と 市 長 が 認 め た も の に 係 る 児 童 と す る

（ 同 表 （ ３ ） の 表 ア か ら ウ ま で の 右 欄 に 掲 げ る 者 に 支 給 さ

れ る 給 付 金 の 対 象 児 童 に つ い て は 、 こ れ を 準 用 す る 。）。 た

だ し 、 対 象 児 童 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 こ の 限

り で な い 。  

（ １ ） 基 準 日 の 翌 日 か ら 給 付 金 の 支 給 が 決 定 さ れ る 日 ま で の

間 に 死亡 し た 場 合  

（ ２ ） 給 付 金 の 支 給 が 決 定 さ れ る 日 に お い て 、 日 本 の 国 籍 を

有 し な い 者 で あ っ て 、 住 民 基 本 台 帳 法 （ 昭 和 ４ ２ 年 法 律

第 ８ １ 号 ） 第 ３ ０ 条 の ４ ５ の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 者 に 該 当

し な い場 合  

 

別 表 第 ３ （ 第 ５ 条 関 係 ）  

 支 給 の 申 請  

（ １ ）市 から 平 成 ２ ７ 年 ６ 月 分 の 児 童 手 当 を 支 給 さ れ る 者 は 、

市 長 に対 し て 支 給 の 申 請 を 行 う 。  

（ ２ ）（ １ ）の 規 定 に か か わ ら ず 、次 の ア か ら カ ま で に掲 げ る

者 は 、市 長 に 対 し て 支 給 の 申 請 を 行 う 。  



ア  別 表 第 １ （ １ ） に 規 定 す る 者 の う ち 、 児 童 手 当 法 第

１ ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 公 務 員 で あ っ て 、 当 該 公 務 員

に 係 る 同 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 同 法 第 ７

条 第 １ 項 の 認 定 を し た 同 法 第 １ ７ 条 第 １ 項 の 表 の 下 欄

に 掲 げ る 者 そ の 他 こ れ ら の 者 に 準 ず る 者 に 基 準 日 に お

け る 当 該 公 務 員 の 住 所 地 を 市 と し て 把 握 さ れ て い る も

の  

イ  別 表 第 １ （ ２ ） に 規 定 す る 者 の う ち 、 基 準 日 に お い

て 市 の 住 民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ て い る も の （ カ に 掲 げ

る 者 を 除 く 。）  

ウ  別 表 第 １ （ ２ ） に 規 定 す る 者 の う ち 、 基 準 日 以 前 に

住 民 基 本 台 帳 法 第 ８ 条 の 規 定 に よ り 住 民 票 を 消 除 さ れ

て い た 者 で あ っ て 、 基 準 日 に お い て 、 日 本 国 内 で 生 活

し て い た が 、 い ず れ の 市 町 村 の 住 民 基 本 台 帳 に も 記 録

さ れ て お ら ず 、 か つ 、 基 準 日 の 翌 日 以 後 初 め て 市 の 住

民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ る こ と と な っ た も の （ カ に 掲 げ

る 者 を 除 く 。）  

エ  別 表 第 １ （ ３ ） の 表 ア の 左 欄 に 掲 げ る 場 合 に お け る

同 表 ア の 右 欄 に 掲 げ る 者 （ 当 該 者 に 係 る 同 表 （ １ ） 又

は （ ２ ） に 規 定 す る 者 が こ の 別 表 第 ３ の 規 定 に よ り 、

市 長 に 対 し て 支 給 の 申 請 を 行 う こ と と な る 場 合 の 者 に

限 る 。）  

オ  別 表 第 １ （ ３ ） の 表 イ の 左 欄 に 掲 げ る 場 合 に お け る

同 表 イ の 右 欄 に 掲 げ る 者 （ 当 該 者 が 入 所 等 し て い る 児

童 手 当 法 第 ３ 条 第 ３ 項 各 号 に 掲 げ る 施 設 等 の 所 在 地 が

市 で あ る 場 合 の 者 に 限 る 。）  

カ  別 表 第 １ （ ３ ） の 表 ウ の 左 欄 に 掲 げ る 場 合 に お け る

同 表 の ウ の 右 欄 に 掲 げ る 者 (市 長 に 対 し 、対 象 児 童 に 係

る 児 童 手 当 法 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 認 定 の 請 求 を

し た 者 に 限 る 。 ) 


